
地域 

項目 
淡 路 市 （開発指導要綱）

適用範囲 市における開発区域面積が３，０００㎡以上の開発行為に適用する。ただし、別表第１に掲げる開発行為は、この限りでな

い。 

（別表第１） 

１ 自己の居住用住宅建設を目的とする開発行為 

２ 開発区域の規模が３，０００㎡未満の開発行為 

３ 農業、林業若しくは漁業を営むために行う開発行為又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用 

に供する目的で行う開発行為 

４ 公益上必要な建築物の用に供する目的で行う開発行為 

５ 国、地方公共団体、都市基盤整備公団、日本道路公団、地方住宅供給公社、地方開発公社その他市長が指定するもの 

が行う開発行為 

６ 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 

７ 通常の管理行為 

承認申請 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、当該開発行為に関する事業計画を定め、開発行為承認申請書（様式第１号）に

より市長の承認を受けなければならない。 

開発協定 １.開発行為の承認を受けようとする者は、あらかじめ、開発行為について市長と開発協定を書面により締結しなければならな

い。

２.前項に規定する開発協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

（１）開発行為を行う土地の用途及び処分に関する事項

（２）道路、公園、緑地、広場その他の公共の用に供する空地の設置計画、これらの施設の帰属及び維持管理に関する事項

（３）水道、下水道その他の供給施設及び処理施設の設置計画、これらの施設の帰属及び維持管理に関する事項

（４）公益的施設の整備に関する事項

（５）環境の緑化その他地域環境の整備に関する事項

（６）文化財及び自然環境の保護に関する事項

（７）公害及び災害の防止のための措置並びに環境衛生に関する事項

（８）開発行為の工事の時期及び開発協定の有効期間に関する事項

（９）開発協定の不履行の場合に関する事項

（１０）立入調査に関する事項

（１１）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

３.市長は、開発協定の内容が適当でないと認めるときは、開発協定を締結した者に必要な勧告又は助言をすることができる。

承認基準 １.市長は、開発行為承認申請書の提出があった場合においては、当該申請に係る事業計画が、別表第２に掲げる基準に適合し

ており、かつ、その申請の手続がこの要綱の規定に違反していないと認めるときは、これを承認するものとする。

２.前項に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、特に定めのない限り兵庫県開発許可基準その１を準用するも

のとする。

（別表第２） 

※主として建築物の建築の用に供する開発行為

１ 土地利用計画が定められているときは、土地の用途が当該計画の利用区分に適合していること。 

２ 道路、公園、緑地、広場その他の公共の用に供する空地（消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供 

する貯水施設を含む。）が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効 

率上支障がないような規模であり、かつ、これらが適当に配置されていること。 

（１）開発区域の規模、形状及び周辺の状況

（２）開発区域内の土地の地形及び地盤の性質

（３）予定建築物等の用途

（４）予定建築物等の敷地の規模及び配置

３ 開発区域内の主要な道路が、前項各号に掲げる事項を勘案して、開発区域外の相当規模の道路に接続されるものである 

こと。 

４ 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第 

１号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が 

生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。 

（１）当該地域における降水量

（２）第２項各号に掲げる事項及び放流先の状況

５ 上水道その他の給水施設が第２項各号に掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障を来さな 

いような構造及び能力で適当に配置されていること。 

６ 当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進及び開発区域並びにその周辺の地域における環境の保全 

とが図られるように公共施設、公益的施設、予定建築物等の用途の配分が定められていること。 

７ 開発区域内の土地が、地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるとき 

は、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられるものであること。 

８ 開発区域内の土地について植栽その他の必要な措置を行うことにより、開発区域及びその周辺の土地の区域における自 

然環境と著しく不調和となるものでないこと。 

９ 開発区域内には、次に掲げる区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障 
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がないと認められるときは、この限りでない。 

（１）建築基準法第３９条第１項の災害危険区域

（２）地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域

（３）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域

（４）砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条の規定により指定された土地の区域

（５）自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第５条の国立公園若しくは国定公園の区域又は兵庫県立自然公園条例(昭和

３８年兵庫県条例第８０号)第３条第１項の県立自然公園の区域

（６）環境の保全と創造に関する条例（平成７年兵庫県条例第２８号）第８９条第１項の自然環境保全地域

（７）鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第９条第１項第１号の鳥獣保護区

（８）文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第６９条第１項の史跡名勝天然記念物の指定地域若しくは同法第７０条

第１項の史跡名勝天然記念物の仮指定地域又は兵庫県文化財保護条例（昭和３９年兵庫県条例第５８号）第３１条第

１項の指定史跡名勝天然記念物の指定地域

（９）森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項の保安林又は同法第４１条第１項若しくは第３項の保安施設地

区

（１０）農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第２項第１号の農用地区域

１０ 緑豊かな地域環境の形成に関する条例(平成６年兵庫県条例第１６号)における第２種、第３種地域内においては、建 

築物は、高さ３１ｍを超えるものでないこと。リゾート施設整備地域、開発指導区域にあっては、別途市長と協議す 

る。 

１１ 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。 

１２ 工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力があること。 

１３ 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれら 

の土地にある工作物につき、当該開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当 

数の同意を得ていること。 

承認又は不

承認の通知 

市長は、開発行為承認申請書の提出があったときは、速やかに、承認又は不承認の決定をし、開発行為承認通知書（様式第

２号）又は開発行為不承認通知書（様式第３号）により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。この場合におい

て、不承認の通知をするときは、その理由を併せて通知するものとする。   

開発行為の

変更及び廃

止 

１.開発行為の承認を受けた者は、事業計画の変更又は廃止をしようとする場合は、開発行為変更承認申請書（様式第６号）又

は工事廃止届（様式第７号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。廃止をする場合においては、災害が生じない

よう必要な措置を講じなければならない。

２.前項に規定する承認又は不承認の通知は、開発行為変更承認通知書（様式第８号）又は開発行為変更不承認通知書（様式第

９号）による。

防災上の措

置 

開発行為の承認を受けた者は、開発区域及びその周辺の地域における災害を防止するために万全の措置を講じなければなら

ない。 

消防水利施

設 

開発行為の承認を受けた者は、淡路広域消防事務組合が定める開発行為に伴う消防水利の指導基準の規定により必要な消火

栓、防火水槽等を設置しなければならない。 

公共・公益施

設等 

要綱に規定するもののほか、公共、公益施設等の整備については、別表のとおりとする。また、施設の帰属については、市

と協議し、市への帰属に当たっては、無償で寄附するものとする。ただし、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２

条第１項第５号の規定による位置指定を受けた道路のうち、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１４４条の４

第１項第１号ただし書に該当する道路については、この限りでない。 

（別表） 

非自己用の宅地開発行為に関する公共施設等の整備 

公益施設 １ 集会所 (市長が認めた場合)５０世帯以上 最小床面積１００㎡以上 １.０㎡／世帯 

２ 小中学校等の用地（市長が必要と認めた場合） 

街頭 市長が必要と認めた場合 

ごみ集積所 １ 

２ 

集積所は、主要な道路に面し、収集車の進入が容易で作業に支障がない場所とする。 

散乱を防止するための措置を講じること。 

消防水利 消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）及び消防水利の基準（昭和３９年消防庁告示第７号）により設置する消火栓、消防

用貯水槽及び水利標識並びに地元消防団等と協議した消防施設 

公園 開発区域の面積の３％以上の公園、緑地又は広場 

被害の補償 開発行為の承認を受けた者は、開発事業の実施に伴い第三者に被害を及ぼしたときは、その補償の責めを負うとともに、自

己の責任において解決しなければならない。

工事完了検

査等 

１.開発行為の承認を受けた者は、当該開発区域の全部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、工事完了届（様

式第１０号）を市長に提出しなければならない。

２.市長は、前項に規定する工事完了届の提出があった場合においては、遅滞なく、当該工事が開発行為の承認の内容に適合し

ているかどうかについて検査し、適合していると認めたときは、開発行為に関する工事の検査済証（様式第１１号）を交付
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するものとする。 

３.市長は、必要があると認めたときは、工事完了前においても、当該工事の状況を検査することができる。また、必要に応

じ、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。

その他 この要綱に定めのない事項で市長が必要と認める事項がある場合は、開発事業者と協議の上、決定するものとする。   

施行改正年

月日 

平成 17 年 7 月 1 日施行 


